
新河岸駅周辺整備に伴う川越都市計画の変更案の説明公聴会 次第         

平成 2３年３月２０日（日）午後２:00～ 

高階公民館講座室１・２（高階市民センター内） 

 

 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．説 明 

  １）これまでの経緯 

 

２）川越都市計画の変更案について 

（道路・用途地域・防火及び準防火地域・地区計画） 

 

  ３）今後の予定 

 

４．質疑応答 

 

５．閉 会 



◇説明公聴会(対象区域図)

地区計画の全体方針策定エリア

(事業区域全体72. 5h a)

◆都市計画道路　変更区間
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駅周辺地区ブロック北

側の境界は､骨格道路計

画から2　5mまでの範

囲を含む敷地境界です｡

◆用途地域　変更エリア

駅周辺地区ブロック(24.2ha)

◆地区整備計画　策定エリア

◆準防火地域　指定エリア



１）これまでの経緯（高階事業区域内のまちづくりについて） 

 

昭和４２年 ３月  土地区画整理事業区域の都市計画決定（１１８．６ｈａ） 

昭和４３年１２月  事業認可取得（第１工区／４６．１ｈａ） 

昭和５３年     清算完了（第１工区／４６．１ｈａ） 

※その後、駅周辺地区（72.5ｈａ）の合意形成作業を行っ

てきたが、未着手のまま、区域内の建物が増加するなど様々

な理由により事業化が困難となる。 

平成 ４年～    区域内（砂７７－１）に高階土地区画整理事務所設立 

         ※地権者とまちづくり研究会（駅東側）や検討会（駅西側）

を定期的に開催 

【まちづくり意見の集約】 

１ 地域特性の異なる駅前とその他の地域を分けて考える 

        ２ 駅前などの公共性の高い場所から整備を進める 

３ 必要最小限であっても、実現可能なまちづくりを進める 

 

平成２０年度    駅東西の駅前通り線整備に向けた地元説明会の開催と現

地測量 

平成２１年度    埼玉県と協議を重ね、関係地権者へ事業手法の提案説明

会の開催とアンケート意向調査を行い、約 77％の賛同を得

て具体的な検討に入る（まちづくり通信 2009 年７月号） 

平成２２年３月  「高階まちづくり方針９項目」の発表説明会の開催 

（まちづくり通信 22 年 3 月号および市ＨＰに掲載） 

 

平成２２年度    地区計画の策定と具体的な建築物等のルールについての

地権者説明会（意見交換会）を開催（３回）するとともに、

駅前や駅前通り沿道地権者への個別訪問を実施し案を作成 

平成２２年１２月  地区計画の案の紹介とアンケート意向調査を実施し、約

７０％の賛同を得る。 

平成２３年 ２月  区域内地権者に都市計画変更案（地区計画・道路・用途 

・準防火地域の指定）についての発表説明会を開催 

平成２３年３月４日～18 日 

  地区計画（原案）の縦覧（法的手続きに入る） 





 

計画図（新旧対照図） 
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＜都市計画決定手続き＞ 

 都市計画の内容を決定するためには、一定の手続きが必要となります。案の作成にあたっては、住民の方の意見が反映されるよう、必

要に応じて説明会・公聴会などを開催します。また、都市計画の案の縦覧期間中に、意見書を提出することができます。 

 

■ 川越市が定める都市計画の法定手続き（都市計画道路・準防火地域・地区計画） 

 

  

                                                 法 19 

 

                       法 17（２週間）     法 19        法 19         法 20（10 月頃予定） 

 

 

 

       法 16                 法 17       法 18（要旨） 

 

 

 

 

■ 地区計画等を定める場合（新河岸駅周辺地区地区計画） 

 条 2（２週間）               法 17（２週間） 

 

                                            

 

                                                 法：都市計画法 

条 3                  ※以降は、川越市が定める都市計画と同様       条：川越市地区計画の案の作成に関する条例 
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■ 埼玉県が定める都市計画の法定手続き（都市計画道路・用途地域） 

 

  

                                                 法 18 

 

                        法 17（２週間）        法 18            法 20          （10 月頃予定） 

 

 

 

       法 16       法 18        法 17       法 18（要旨） 
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